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LIA-600 液化石油ガス用ガス漏れ警報遮断装置検査規程 新旧対照表（平成 31 年 4 月 1 日改正） 

 

第２章 技術上の基準、検査の方法及び検査の合格基準 
 

新 旧 
コメント 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

Ⅰ 遮断部をガスメータに内蔵したもの、感震器と連動するもの及び感震器を内蔵するものを除く。 
 

Ⅰ 遮断器をガスメータに内蔵したもの、感震器と連動するもの及び感震器を内蔵するものを除く。 
 

字句の整合 

１ 本体に金属を使用するものにあ

っては、耐食性のある金属又は表

面に耐食処理を施した金属であっ

て、す
．

その他使用上支障のある欠

陥がないものであること。 

１(1) 耐食性又は耐食処理について

は、JIS Z 2371(2015)塩水噴霧試

験方法の5の装置及び9の試験

条件に定める規格に適合する塩

水噴霧室において、同規格塩水

噴霧試験方法の4の試験用の塩

溶液（pH調節は4.2.1中性塩水噴

霧試験による。）に定める規格に

適合する塩水を24時間以上噴霧

することにより確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  略 

１(1) 耐食性又は耐食処理について

は、次のイ又はロに掲げる基準

に適合していることを確認したも

のをもって合格したものとする。

イ JIS Z 2371(2015)塩水噴霧試

験方法の5の装置及び9の試験

条件に定める規格に適合する

塩水噴霧室において、同規格

塩水噴霧試験方法の4の試験

用の塩溶液（pH調節は4.2.1中

性塩水噴霧試験による。）に定

める規格に適合する塩水を24

時間以上噴霧した後、目視に

より材料及び耐食処理膜等に

著しい変化が生じないものであ

ること。 

ロ 付表に示す材料であって、イ

と同等以上の耐食性を有する

ものであること。 

(2)  略 

 

１ 本体に金属を使用するものにあ

っては、耐食性のある金属又は表

面に耐食処理を施した金属であっ

て、す
．

その他使用上支障のある欠

陥がないものであること。 

１(1) 耐食性又は耐食処理について

は、日本工業規格 Z 2371(2000)

塩水噴霧試験方法の3.装置及び

9.噴霧室の条件に定める規格に

適合する塩水噴霧室において、

同規格塩水噴霧試験方法の7.試

験用塩溶液（pH調節は7.2.1中性

塩水噴霧試験による。）に定める

規格に適合する塩水を24時間以

上噴霧することにより確認するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  略 

１(1) 耐食性又は耐食処理について

は、次のイ又はロに掲げる基準

に適合していることを確認したも

のをもって合格したものとする。

イ 日本工業規格 Z 2371(2000)

塩水噴霧試験方法の3.装置及

び9.噴霧室の条件に定める規

格に適合する塩水噴霧室にお

いて、同規格塩水噴霧試験方

法の7.試験用塩溶液（pH調節

は7.2.1中性塩水噴霧試験によ

る。）に定める規格に適合する

塩水を24時間以上噴霧した

後、目視により材料及び耐食

処理膜等に著しい変化が生じ

ないものであること。 

ロ 付表に示す材料であって、イ

と同等以上の耐食性を有する

ものであること。 

(2)  略 

 

 

JIS 法改正に備え、「JIS」に変

更（以降同様） 

 

引用 JIS 最新版の適用 

（以降同様） 

２ 本体（キャップ、表示窓等を除

く。）に金属以外の樹脂等高分子材

料を使用するものにあっては、次に

掲げる条件に適合するものである

こと。 

(1)  略 

(2) 難燃性を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２(1)  略 

 

 

 

 

 

(2) 合成樹脂の難燃性について

は、次の試験により確認するこ

と。 

外かくの外面の9cm2以上の正

方形の平面部分（9cm2の平面部

分を有しないものにあっては、原

厚のまま一辺の長さが3cmの正

方形に切り取った試験片）を水

平面に対して、約45°に傾斜さ

せた状態において当該試験片

２(1)  略 

 

 

 

 

 

(2) Ｂ欄に掲げる方法により難燃

性を有することを確認したものを

もって合格したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本体（キャップ、表示窓等を除

く。）に金属以外の樹脂等高分子材

料を使用するものにあっては、次に

掲げる条件に適合するものである

こと。 

(1)  略 

(2) 難燃性を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２(1)  略 

 

 

 

 

 

(2) 合成樹脂の難燃性について

は、次の試験により確認するこ

と。 

外かくの外面の9cm2以上の正

方形の平面部分（9cm2の平面部

分を有しないものにあっては、原

厚のまま一辺の長さが3cm正方

形に切り取った試験片）を水平

面に対して、約45度に傾斜させ

た状態において当該試験片の

２(1)  略 

 

 

 

 

 

(2) Ｂ欄に掲げる方法により難燃

性であることを確認したものをも

って合格したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

脱字の追記 

 

単位表記の修正 
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新 旧 
コメント 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  略 

 

の下端中央部に、ノズルの内径

が0.5㎜のガスバーナの空気口

を閉じた状態で、発熱量50.2MJ/

㎏以上のガスを燃焼させた長さ

20㎜の炎の先端を垂直下から5

秒間あて、炎を取り去り、当該試

験片が10秒を超えて燃え続けな

いことを確認すること。 

(3)  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  略 

 

下端中央部に、ノズルの内径が

0.5㎜のガスバーナの空気口を

閉じた状態で、発熱量50.2MJ/

㎏以上のガスを燃焼させた長さ

20㎜の炎の先端を垂直下から5

秒間あて、炎を取去り、当該試

験片が10秒を超えて燃え続けな

いことを確認すること。 

(3)  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  略 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

（以降同様） 

３～５  略 ３～５  略 ３～５  略 ３～５  略 ３～５  略 ３～５  略  

６ 遮断部の入口、出口の取付ねじ

等は、次に掲げる条件に適合する

ものであること。 

(1) POL（Prestolite）ねじ 

イ JIS B 8245(2004)液化石油ガ

ス容器用弁の附属書の3.ガス

充てん口ねじの呼びの左W22.5

山14に定める規格に適合した

ねじであること。 

６(1)イ ねじについては、ねじゲージ

により確認すること。 

 

６(1)イ Ｂ欄に掲げる方法により検

査を行い、基準に適合してい

ることを確認したものをもって

合格したものとする。 

 

６ 遮断部の入口、出口の取付けね

じ等は、次に掲げる条件に適合す

るものであること。 

(1) POL（Prestolite）ねじ 

イ 日本工業規格 B 8245(2004)

液化石油ガス容器用弁の附属

書の3.ガス充てん口ねじの呼び

の左W22.5山14に定める規格

に適合したねじであること。 

６(1)イ ねじについては、ねじゲージ

により確認すること。 

 

６(1)イ Ｂ欄に掲げる方法により検

査を行い、基準に適合してい

ることを確認したものをもって

合格したものとする。 

 

 

 

 

 

 

ロ  略 

(2) 管用テーパねじ 

JIS B 0203(1999)管用テーパ

ねじに定める規格に適合するも

のであること。 

(3) フランジ 

イ 低圧用及び中圧用にあって

は、JIS B 2220(2012)鋼製管フ

ランジ及びJIS B 2239(2013)鋳

鉄製管フランジの呼び圧力5K

フランジの寸法に定める規格に

適合するもの又はこれと同等

以上のものであること。 

 

ロ 高圧用にあっては、JIS B 

2220(2012)鋼製管フランジ及び

JIS B 2239(2013)鋳鉄製管フラ

ンジの呼び圧力20Kフランジの

寸法に定める規格に適合する

もの又はこれと同等以上のも

のであること。 

ロ  略 

(2) JIS B 0253(1985)管用テーパね

じゲージにより確認すること。 

 

 

(3) 材料については図面及び目視

等により、寸法についてはノギス

等により確認すること。 

 

ロ  略 

(2) Ｂ欄に掲げる方法により検査を

行い、基準に適合していることを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

(3) Ｂ欄に掲げる方法により検査を

行い、基準に適合していることを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

 

ロ  略 

(2) 管用テーパねじ 

日本工業規格 B 0203(1999)

管用テーパねじに定める規格に

適合するものであること。 

(3) フランジ 

イ 低圧用及び中圧用にあって

は、日本工業規格B 2220(2004)

鋼 製 管 フ ラ ン ジ 及 び B 

2239(2004)鋳鉄製管フランジの

呼び圧力5Kフランジの寸法に

定める規格に適合するもの又

はこれと同等以上のものである

こと。 

ロ 高圧用にあっては、日本工

業規格B 2220(2004)鋼製管フラ

ンジ及びB 2239(2004)鋳鉄製

管フランジの呼び圧力20Kフラ

ンジの寸法に定める規格に適

合するもの又はこれと同等以

上のものであること。 

ロ  略 

(2) 日本工業規格B 0253(1985)管

用テーパねじゲージにより確認

すること。 

 

(3) 材料については図面及び目視

等により、寸法についてはノギス

等により確認すること。 

 

ロ  略 

(2) Ｂ欄に掲げる方法により検査を

行い、基準に適合していることを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

(3) Ｂ欄に掲げる方法により検査を

行い、基準に適合していることを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

 

 

(4) ～(5)  略 (4) ～(5)  略 (4) ～(5)  略 (4) ～(5)  略 (4) ～(5)  略 (4) ～(5)  略  

７  略 ７  略 ７  略 ７  略 ７  略 ７  略  
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新 旧 
コメント 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

８ 遮断部又は制御部にあっては、

通常の使用状態において、雨水、

雪、塵埃等が侵入するおそれのな

いものであること。 

８(1) 屋外に設置するものにあって

は、JIS C 0920(2003)電気機械

器具の外郭による保護等級（IP

コード）の6.第二特性数字で表さ

れる水の浸入に対する保護等級

の第二特性数字が3の保護等級

に規定する方法により5分間散

水した後、16の作動試験を行

い、当該基準に適合することを

確認すること。 

(2) 屋内設置専用のものにあって

は、塵埃等が侵入するおそれが

ないことを確認すること。 

 

８(1) Ｂ欄に掲げる方法で散水した

後、後記16の作動試験を行い当

該基準に適合していることを確

認し、かつ、水が浸入していない

ことを確認したものをもって合格

したものとする。 

 

 

 

 

(2) 図面及び目視により、塵埃等

が侵入するおそれがないことを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

８ 遮断部又は制御部にあっては、

通常の使用状態において、雨水、

雪、塵埃等が侵入するおそれのな

いものであること。 

８(1) 屋外に設置するものにあって

は、日本工業規格 C 0920(2003)

電気機械器具の外郭による保護

等級（IPコード）の6.第二特性数

字で表される水の浸入に対する

保護等級の第二特性数字が3の

保護等級に規定する方法により

5分間散水した後、16の作動試

験を行い、当該基準に適合する

ことを確認すること。 

(2) 屋内設置専用のものにあって

は、塵埃等が侵入するおそれが

ないことを確認すること。 

 

８(1) Ｂ欄に掲げる方法で散水した

後、後記16の作動試験を行い当

該基準に適合していることを確

認し、かつ、水が浸入していない

ことを確認したものをもって合格

したものとする。 

 

 

 

 

(2) 図面及び目視により、塵埃等

が侵入するおそれがないことを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

 

９～13  略 ９～13  略 ９～13  略 ９～13  略 ９～13  略 ９～13  略  

14 電池を用いる遮断装置にあって

は、当該電池の電池電圧が低下し

た場合において、その旨を40日間

以上にわたり表示する機能を有し、

かつ、表示された後、通常の使用

状態（この項において、温度20℃±

5℃とする。）で1回以上の遮断能力

を有するものであること。 

ただし、電池電圧低下表示機能

については、その旨をセンタ等に発

信し、集中監視盤等によりセンタで

記録される宅内発信装置と一体の

制御部にあってはこの限りでない。 

また、1回以上の遮断能力につ

いては、電圧が低下した場合に遮

断するものであり、復帰操作の影

響を受けることなく40日間以上にわ

たり遮断を継続する機能を有する

ものについては、この限りでない。 

 

14 説明資料により確認すること。 14  電池の電圧降下特性図と装置

の消費量（点滅表示を含む。）とを

考慮した説明資料等により確認し

たものをもって合格したものとす

る。 

14 電池を用いる遮断装置にあって

は、当該電池の電池電圧が低下し

た場合において、その旨を40日間

以上にわたり表示する機能を有し、

かつ、表示された後、通常の使用

状態（この項において、温度20±

5℃とする。）で1回以上の遮断能力

を有するものであること。 

ただし、電池電圧低下表示機能

については、その旨をセンタ等に発

信し、集中監視盤等によりセンタで

記録される宅内発信装置と一体の

制御部にあってはこの限りでない。

また、1回以上の遮断能力につ

いては、電圧が低下した場合に遮

断するものであり、復帰操作の影

響を受けることなく40日間以上にわ

たり遮断を継続する機能を有する

ものについては、この限りでない。

 

14 説明資料により確認すること。 14  電池の電圧降下特性図と装置

の消費量（点滅表示を含む。）とを

考慮した説明資料等により確認し

たものをもって合格したものとす

る。 

 

 

 

 

 

単位表記の修正 

（以降同様） 

15 遮断装置は、主として次に掲げ

るガス漏れ警報器に接続されるも

のであること。 

(1) 有電圧信号を発するガス漏れ

警報器（制御機能を内蔵するも

のを除く。）にあっては、出力信

号が監視時において直流6V、警

報時において直流12Vであるこ

と。 

 

15(1) 常温常湿において有電圧信

号を発するガス漏れ警報器の出

力端子に4.7kΩ±0.5kΩの負荷抵

抗を接続して定格電源電圧を加

え、警報を発しないときの端子間

の出力電圧が直流6V±1Vであ

り、かつ、警報を発したときの端

子間の出力電圧が12V±12
2Vで

あることを直流電圧計を用いて

測定すること。 

15 Ｂ欄に掲げる方法により試験を

行い、基準に適合していることを確

認したものをもって合格したものと

する。 

15 遮断装置は、主として次に掲げ

るガス漏れ警報器に接続されるも

のであること。 

(1) 有電圧信号を発するガス漏れ

警報器（制御機能を内蔵するも

のを除く。）にあっては、出力信

号が監視時において直流6V、警

報時において直流12Vであるこ

と。 

 

15(1) 常温常湿において有電圧信

号を発するガス漏れ警報器の出

力端子に4.7±0.5kΩの負荷抵抗

を接続して定格電源電圧を加

え、警報を発しないときの端子間

の出力電圧が直流6±1Vであ

り、かつ、警報を発したときの端

子間の出力電圧が12±12
2Vであ

ることを直流電圧計を用いて測

定すること。 

15 Ｂ欄に掲げる方法により試験を

行い、基準に適合していることを確

認したものをもって合格したものと

する。 
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新 旧 
コメント 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  略 

 

注： ガス漏れ警報器に接続でき

る負荷インピーダンスが1.2kΩ

を下回るものにあっては、申

請書に記載した負荷インピー

ダンスに対応する出力電圧の

許容差内であることを測定す

るものとする。 

(2)  略 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  略 

 

注： ガス漏れ警報器に接続でき

る負荷インピーダンスが1.2kΩ

を下回るものにあっては、申

請書に記載した負荷インピー

ダンスに対応する出力電圧の

許容差内であることを測定す

るものとする。 

(2)  略 

16～27  略 16～27  略 16～27  略 16～27  略 16～27  略 16～27  略  

28 通常の使用状態において、温度

変化により使用上支障のある影響

を受けないものであること。 

28(1)イ 室内に設置するもの以外で

あって寒冷地仕様のものにあ

っては、通電状態とした制御

部を温度－30℃以下の恒温

槽及び温度75℃以上の恒温

槽に入れて、それぞれ使用状

態で30分間以上放置した後取

り出し、10分間以内に16の作

動試験を行い、当該基準に適

合することを確認すること。 

28(1)イ Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、10分間以内に

前記16の作動試験を行い、当

該基準に適合することを確認

したものをもって合格したもの

とする。 

28 通常の使用状態において、温度

変化により使用上支障のある影響

を受けないものであること。 

28(1)イ 室内に設置するもの以外で

あって寒冷地仕様のものにあ

っては、通電状態とした制御

部を温度－30℃以下の恒温

槽及び温度75℃以上の恒温

槽に入れて、それぞれ使用状

態で30分間以上放置した後取

出し、10分間以内に16の作動

試験を行い、当該基準に適合

することを確認すること。 

28(1)イ Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、10分間以内に

前記16の作動試験を行い、当

該基準に適合することを確認

したものをもって合格したもの

とする。 

 

 ロ 室内に設置するもの以外で

あって非寒冷地仕様のものに

あっては、次のいずれかの方

法により確認すること。 

ⅰ) 通電状態とした制御部を

温度－15℃以下の恒温槽及

び温度75℃以上の恒温槽に

入れて、それぞれ使用状態

で30分間以上放置した後取

り出し、10分間以内に16の作

動試験を行い、当該基準に

適合することを確認するこ

と。 

ⅱ) 通電状態とした制御部を

温度－10℃以下の恒温槽及

び温度60℃以上の恒温槽に

入れて、それぞれ使用状態

で60分間以上放置した後16

の作動試験を行い、当該基

準に適合することを確認する

こと。 

 

 

 

 

 

ロｉ) Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、10分間以内

に前記16の作動試験を行

い、当該基準に適合すること

を確認したものをもって合格

したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、前記16の作

動試験を行い、当該基準に

適合することを確認したもの

をもって合格したものとする。

 

 ロ 室内に設置するもの以外で

あって非寒冷地仕様のものに

あっては、次のいずれかの方

法により確認すること。 

ⅰ) 通電状態とした制御部を

温度－15℃以下の恒温槽及

び温度75℃以上の恒温槽に

入れて、それぞれ使用状態

で30分間以上放置した後取

出し、10分間以内に16の作

動試験を行い、当該基準に

適合することを確認するこ

と。 

ⅱ) 通電状態とした制御部を

温度－10℃以下の恒温槽及

び温度60℃以上の恒温槽に

入れて、それぞれ使用状態

で60分間以上放置した後16

の作動試験を行い、当該基

準に適合することを確認する

こと。 

 

 

 

 

ロｉ) Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、10分間以内

に前記16の作動試験を行

い、当該基準に適合すること

を確認したものをもって合格

したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、10分間以内

に前記16の作動試験を行

い、当該基準に適合すること

を確認したものをもって合格

したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 欄との整合 
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 ハ 室内に設置するものにあっ

ては、通電状態とした制御部を

温度－15℃以下の恒温槽及び

温度45℃以上の恒温槽に入れ

て、それぞれ使用状態で30分

間以上放置した後取り出し、10

分間以内に16の作動試験を行

い、当該基準に適合することを

確認すること。 

ハ Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、10分間以内に

前記16の作動試験を行い、当

該基準に適合することを確認し

たものをもって合格したものと

する。 

 

 ハ 室内に設置するものにあっ

ては、通電状態とした制御部を

温度－15℃以下の恒温槽及び

温度45℃以上の恒温槽に入れ

て、それぞれ使用状態で30分

間以上放置した後取出し、10分

間以内に16の作動試験を行

い、当該基準に適合することを

確認すること。 

ハ Ｂ欄に掲げる条件により試

験を行った後、10分間以内に

前記16の作動試験を行い、当

該基準に適合することを確認し

たものをもって合格したものと

する。 

 

 

 (2)～(3)  略 

 

(2)～(3)  略 

 

 (2)～(3)  略 (2)～(3)  略  

29  略 29  略 29  略 29  略 29  略 29  略  

30  遮断部は、高圧用のものにあっ

ては、2.6MPa以上、中圧用のもの

にあっては0.8MPa以上の圧力（水

圧）を加えたとき漏れがなく、き裂、

破損又は著しい変形のないもので

あること。 

30 耐圧試験設備を用いて遮断部を

開の状態とし、取付部の一方に栓

を施し、他方から遮断部の型式に

応じた水圧を1分間以上加えた後、

遮断部本体に漏れのないこと、き

裂、破損又は著しい変形のないこ

とを目視等により確認すること。 

 

30 Ｂ欄に掲げる条件により試験を

行い、漏れのないこと、き裂、破損

又は著しい変形のないことを確認

したものをもって合格したものとす

る。 

30  遮断部は、高圧用のものにあっ

ては、2.6MPa以上、中圧用のもの

にあっては0.8MPa以上の圧力（水

圧）を加えたとき漏れがなく、亀裂、

破損又は著しい変形のないもので

あること。 

30 耐圧試験設備を用いて遮断部を

開の状態とし、取付部の一方に栓

を施し、他方から遮断部の型式に

応じた水圧を1分間以上加えた後、

遮断部本体に漏れのないこと、亀

裂、破損又は著しい変形のないこ

とを目視等により確認すること。 

 

30 Ｂ欄に掲げる条件により試験を

行い、漏れのないこと、亀裂、破損

又は著しい変形のないことを確認

したものをもって合格したものとす

る。 

 

字句の修正 

（以降同様） 

31 遮断部は、次表の遮断部の型

式に応じた試験圧力（空気又は不

活性ガスによる圧力）を加えたと

き、外部漏れがなく、内部漏れにつ

いては、1時間当たり0.55NL以下の

ものであること。 

 

31(1) 外部漏れについては、出口側

に栓を施し、遮断部を開の状態

として入口側から遮断部の型式

に応じた圧力（空気又は不活性

ガスによる圧力とする。）を高圧

用、中圧用にあっては1分間以

上、低圧用にあっては3分間以

上加えた後、外部漏れのないこ

とを確認すること。 

(2) 内部漏れについては、遮断部

を閉の状態として入口側から遮

断部の型式に応じた圧力（空気

又は不活性ガスによる圧力とす

る。）を1分間以上加え、出口側

からの漏れ量が1時間当たり

0.55NL以下であることを確認す

ること。 

 

31(1) Ｂ欄に掲げる条件により試験

を行い、外部漏れのないことを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

 

 

 

 

 

(2) Ｂ欄に掲げる条件により試験を

行い、内部漏れが1時間当たり

0.55NL以下であることを確認した

ものをもって合格したものとす

る。 

31 遮断部は、次表の遮断部の型

式に応じた試験圧力（空気又は不

活性ガスによる圧力）を加えたと

き、外部漏れがなく、内部漏れにつ

いては、1時間当たり0.55N㍑以下

のものであること。 

 

31(1) 外部漏れについては、出口側

に栓を施し、遮断部を開の状態

として入口側から遮断部の型式

に応じた圧力（空気又は不活性

ガスによる圧力とする。）を高圧

用、中圧用にあっては1分間以

上、低圧用にあっては3分間以

上加えた後、外部漏れのないこ

とを確認すること。 

(2) 内部漏れについては、遮断部

を閉の状態として入口側から遮

断部の型式に応じた圧力（空気

又は不活性ガスによる圧力とす

る。）を1分間以上加え、出口側

からの漏れ量が1時間当たり

0.55N㍑以下であることを確認す

ること。 

 

31(1) Ｂ欄に掲げる条件により試験

を行い、外部漏れのないことを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

 

 

 

 

 

(2) Ｂ欄に掲げる条件により試験を

行い、内部漏れが1時間当たり

0.55N㍑以下であることを確認し

たものをもって合格したものとす

る。 

 

 

 

 

単位表記の修正 

（以降同様） 

32  略 32  略 32  略 32  略 32  略 32  略  

33 遮断装置は、500回以上、遠隔

操作によって遮断部を開閉できる

機構を有するものにあっては、

5,000回以上の反復作動試験に

耐えるものであること。 

33 制御部及び遮断部を組み合せ

た状態で、遮断部に高圧用にあ

っては0.8MPa、中圧用にあっては

0.07MPa 、 低 圧 用 に あ っ て は

2.8kPaの圧力（空気又は不活性

ガスによる圧力とする。）を加えつ

33 Ｂ欄に掲げる条件により試験

を行った後、前記31の気密試験

及び前記16の作動試験を行い、

当該基準に適合していることを確

認したものをもって合格したもの

とする。 

33 遮断装置は、500回以上、遠隔

操作によって遮断部を開閉できる

機構を有するものにあっては、

5,000回以上の反復作動試験に

耐えるものであること。 

33 制御部及び遮断部を組合せた

状態で、遮断部に高圧用にあっ

ては0.8MPa、中圧用にあっては

0.07MPa 、 低 圧 用 に あ っ て は

2.8kPaの圧力（空気又は不活性

ガスによる圧力とする。）を加えつ

33 Ｂ欄に掲げる条件により試験

を行った後、前記31の気密試験

及び前記16の作動試験を行い、

当該基準に適合していることを確

認したものをもって合格したもの

とする。 

字句の修正 

遮断部の型式 試験圧力 

高圧用 1.56MPa 以上 

中圧用 0.15MPa 以上 

低圧用 

外部 

漏れ 
0.01MPa 以上 

内部 

漏れ 
4.2kPa 以上 

 

遮断部の型式 試験圧力 

高圧用 1.56MPa 以上

中圧用 0.15MPa 以上

低圧用

外部

漏れ
0.01MPa 以上

内部

漏れ
4.2kPa 以上 
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つ、「作動←→復帰」操作を500回

以上、遠隔操作により遮断部を

開閉できる機構を有するものにあ

っては5,000回以上反復した後、

31の気密試験及び16の作動試験

を行い、当該基準に適合すること

を確認すること。 

 

つ、「作動←→復帰」操作を500回

以上、遠隔操作により遮断部を

開閉できる機構を有するものにあ

っては5,000回以上反復した後、

31の気密試験及び16の作動試験

を行い、当該基準に適合すること

を確認すること。 

 

34～35  略 34～35  略 34～35  略 34～35  略 34～35  略 34～35  略  

36 復帰安全機構を有するもの又は

復帰確認のための装置を併設する

ものにあっては、次の条件に適合

するものであること。 

(1)  略 

36(1) 略 36(1)  略 

 

 

 

 

36 復帰安全機構を有するもの又は

復帰確認のための装置を併設する

ものにあっては、次の条件に適合

するものであること。 

(1)  略 

36(1) 略 36(1)  略 

 

 

 

 

 

(2) 復帰安全確認のための装置

は、次によること。 

イ～ロ 略 

(2)イ～ロ 略 (2)イ～ロ 略 (2) 復帰安全確認のための装置

は、次によること。 

イ～ロ 略 

(2)イ～ロ 略 (2)イ～ロ 略  

 

 

ハ 直接配管系に組み込まれ

るものであって、かつ、ガスの

流量に影響を与えるものにあ

っては、液化石油ガス器具等

の技術上の基準等に関する

省 令 の 運 用 に つ い て

（20180522保局第3号）の別表

第3（第11条、第13条関係）に

示す性能を満たす技術的内

容の例に示すガス栓の流量

性能に適合するものであるこ

と。 

ニ 略 

 

ハ 当該基準に適合していること

を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 略 

 

ハ Ａ欄に掲げる基準に適合し

ていることを確認したものをもっ

て合格したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 略 

ハ 直接配管系に組み込まれ

るものであって、かつ、ガスの

流量に影響を与えるものにあ

っては、ガス栓の技術上の基

準（液化石油ガス器具等の検

定等に関する省令、昭和43年

通商産業省令第23号）に定め

る流量性能に適合するもので

あること。 

 

 

 

ニ 略 

 

ハ 当該基準に適合していること

を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 略 

 

ハ Ａ欄に掲げる基準に適合し

ていることを確認したものをもっ

て合格したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 略 

 

 

 

法令の引用を「通達」に変更 

 

37～45  略 37～45  略 37～45  略 37～45  略 37～45  略 37～45  略  

Ⅱ 遮断部をガスメータに内蔵したもので感震器と連動しないもの及び感震器を内蔵しないものに限る。 略 

 

Ⅲ 感震器と連動するものに限る。 略 

 

Ⅳ 感震器を内蔵したものに限る。 

 

附則  圧力式及び圧力変化検知式漏えい検知機能性能確認検査基準 略 

 

Ⅱ 遮断部をガスメータに内蔵したもので感震器と連動しないもの及び感震器を内蔵しないものに限る。 略 

 

Ⅲ 感震器と連動するものに限る。 略 

 

Ⅳ 感震器内蔵したものに限る。 

 

附則  圧力式及び圧力変化検知式漏えい検知機能性能確認検査基準 略 

 

 

 

 

 

脱字の追記 

 

 


